
記入例 （３）転勤･転職等で特別徴収義務者が変更になる場合

※この届出書は、転勤･転職して新しい勤務先で引き続き特別徴収を継続する場合に
  元の給与支払者から新しい給与支払者を明示して提出するものです。

小林市から送付された税額通知書の指

定番号を記入してください。

法人番号(13桁)、個人事業主は個人番

号(12桁)を記入してください。

徴収方法「２」特別徴収継続を記入し

てください。

転勤・転職するまでの給与から徴収し

た税額と何月分までかを記入してくだ

事前に転勤・転職先が判明している

場合、特別徴収事務がスムーズに行

われるように、新しい勤務先へは前

もって税額をご連絡ください。新し

い勤務先について、住所や名称をご

確認のうえ記入してください。


